
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（絡索） 

発生日時 令和２年１１月１２日 １３時５５分ごろ 

発生場所 三重県御浜
み は ま

町阿田和
あ た わ

東方沖 

 鵜殿
う ど の

港南防波堤灯台から真方位０４３°３.７３海里付近 

 （概位 北緯３３°４６.８′ 東経１３６°０４.４′） 

インシデントの概要  プレジャーヨット遊友
ゆうゆう

は、南西進中、定置網のワイヤロープが船底

中央キール等に絡み、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年１２月３日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーヨット 遊友、７.９トン 

 ２３５－３８２５７大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人２人を乗せ、約６ノットの対

地速力で機走により南西進中、前路に定置網を示すブイが見えたので

後進としたが、惰力で定置網に進入し、同網のワイヤロープがセンタ

ーボード及び舵に絡んで運航不能となった。 

 本船は、船長が海上保安庁及び定置網所有者へ通報し、定置網所有

者の作業船によって引き出された。 

 船長は、初めて航行する海域であったので、定置網が設置されてい

ることを調査していたが、詳細な位置までは知らず、波と船体の動揺

で、直前まで定置網を示すブイに気付かなかった。 

 本船は、センターボード下端までの喫水が約１.５ｍであった。 

分析  本船は、南西進中、波高約１.０ｍの波がある状況下、船長が、定

置網の詳細な位置を知らないまま、直前まで定置網を示すブイに気付

かずに航行を続けたことから、定置網に進入し、同網のワイヤロープ

が船底中央キール等に絡み、運航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が南西進中、波高約１.０ｍの波がある状

況下、船長が、定置網の詳細な位置を知らないまま、直前まで定置網

を示すブイに気付かずに航行を続けたため、定置網に進入し、同網の

ワイヤロープが船底中央キール等に絡んだことにより発生したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



 

られる。 

 ・船長は、出港前に航行予定海域の水路調査を行い、定置網等の障

害物の正確な位置を把握すること。 

・船長は、風浪のある状況下、船位を確認し、定置網等への見張り

を適切に行うこと。 

 


